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北九州市副市長事務分担規則及び北九州市長代理順序規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

令和５年３月３１日

北九州市長 武 内 和 久

北九州市規則第１６号

北九州市副市長事務分担規則及び北九州市長代理順序規則の一部

を改正する規則

（北九州市副市長事務分担規則の一部改正）

第１条 北九州市副市長事務分担規則（昭和４２年北九州市規則第３０号）の

一部を次のように改正する。

第２条稲原 浩副市長の項第１号中「、企画調整局」及び「、市民文化ス

ポーツ局、保健福祉局、子ども家庭局」を削り、同項に次の１号を加える。

（２） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２の規

定に基づき、他の執行機関の職員に補助執行させている職務

第２条西田幸生副市長の項中「西田幸生副市長」を「片山憲一副市長」に

改め、同項第１号中「、交通局及び公営競技局」を「及び交通局」に改め、

同項第２号を削り、同項第３号を同項第２号とし、同条に次のように加える

。

大庭千賀子副市長

（１） 企画調整局、市民文化スポーツ局、保健福祉局、子ども家庭

局及び公営競技局に属する事務

第３条第１項中「両副市長」を「３副市長」に改める。

（北九州市長代理順序規則の一部改正）

第２条 北九州市長代理順序規則（昭和４２年北九州市規則第３１号）の一部

を次のように改正する。

第１条中「第二順位 副市長 西 田 幸 生」を
「第二順位 副

第三順位 副

市長 片 山 憲 一
に改める。

市長 大 庭 千賀子」

付 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。
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北九州市告示第１００号

 北九州市中小企業融資制度要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

令和５年３月３１日

                    北九州市長 武 内 和 久

北九州市中小企業融資制度要綱の一部を改正する告示

北九州市中小企業融資制度要綱（昭和４４年北九州市告示第５５号）の一部

を次のように改正する。

第７条第３項中「経営力強化保証制度要綱（中小企業庁制定平成２４年９月

２０日付け中庁第１号）」を「事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）制

度要綱（中小企業庁制定令和３年３月１０日付け中庁第２号）」に改める。

第１３条各号列記以外の部分中「金融機関及び認定経営革新等支援機関（中

小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第３２条第２項に規定する認

定経営革新等支援機関をいう。）の支援を受ける」を「事業再生を行う」に、

「融資し、経営力の強化」を「融資することにより、中小企業者の事業再生の

着実な進捗を図り、もって中小企業の活力の再生」に改め、同条第１号中「中

小企業者」の次に「で、産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第１３

４条第２項に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成された事業再

生の計画その他の市長が別に定める事業再生の計画に従って事業再生を行うも

の」を加え、同条第５号を次のように改める。

 （５） 融資期間 １８０月（６０月間の据置期間を含む。）以内とする。

 第１９条第１号エ中「（平成２５年法律第９８号）」を削り、同条第５号中

「２４月間」の次に「（次号ウの規定により保証人を徴しない場合は、１２月

間）」を加え、同条第６号に次のように加える。

  ウ イの規定にかかわらず、第１号イ、ウ又はオに該当する者（ウに該当

する者は、法人に限る。）で市長が別に定めるものについては、保証人

は、徴しない。

 第１９条第７号中「以内」の次に「（前号ウの規定により保証人を徴しない

場合は、当該率に０．２パーセントを加算した率）」を加える。

   付 則

 （施行期日）

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正後の北九州市中小企業融資制度要綱の規定は、この告示の施行の日以

後に融資の申込みをした者について適用し、同日前に融資の申込みをした者

については、なお従前の例による。
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北九州市告示第１２３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和５年４月４日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

３２８５ 笹田２６号

線 

八幡西区大字笹田９８７番５

から 

八幡西区大字笹田９８７番５

まで 

6.0 12.6

6



北九州市告示第１２４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和５年４月４日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

３２８５ 笹田２

６号線 

前 八幡西区大字笹田９８７番

５地先から 

八幡西区大字笹田１０３７

番３まで 

2.3

～

4.0

25.7

後 八幡西区大字笹田９８７番

５地先から 

八幡西区大字笹田１０３７

番３まで 

4.5

～

10.0

25.7
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北九州市告示第１２５号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、し尿処理手数料の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和５年４月４日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

一般社団法人北九州市

環境保全協会 

北九州市若松区南二島

五丁目１番１６号 

令和５年４月１日から

令和６年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１２６号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条の１１

第１号の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年４月４日 

北九州市長 武 内 和 久   

施設等の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

貴船保育園 一時預

かり事

業 

北九州市小倉北

区貴船町９番５

号 

社会福祉法人

鷹羽会 

令和５年３

月２８日 

石峰保育所 一時預

かり事

業 

北九州市若松区

今光一丁目１９

番２５号 

社会福祉法人

石峰保育所 

令和５年３

月２８日 
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北九州市公告第１９６号

 福岡県知事より次の北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更の認可に

係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号

）第６３条第２項において準用する同法第６２条第２項の規定により、これを

北九州市建設局道路部街路課において公衆の縦覧に供する。

  令和５年４月４日

                    北九州市長 武 内 和 久 

１・４・４４－９号戸畑枝光線（牧山ランプ～枝光ランプ）

 １・４・４４－９号戸畑枝光線（戸畑～牧山）

 ７・６・４４－３号元宮南鳥旗線
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北九州市公告第１９７号

 北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更の認可の告示（令和５年福岡

県告示第２２８号及び令和５年福岡県告示第２２９号）があったので、都市計

画法（昭和４３年法律第１００号）第６６条の規定により、次のとおり公告す

る。

  令和５年４月４日

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画事業の種類 

  道路事業

２ 都市計画事業の名称及び事業地の所在

名  称 所  在

１・４・４４－９号戸畑枝光線（牧

山ランプ～枝光ランプ）

北九州市八幡東区東田五丁目及び

大字枝光並びに戸畑区牧山五丁目

及び牧山海岸

１・４・４４－９号戸畑枝光線（戸

畑～牧山）

北九州市戸畑区大字戸畑、川代一

丁目、元宮町、明治町、南鳥旗町

、汐井町、銀座一丁目、牧山海岸

及び幸町地内

７・６・４４－３号元宮南鳥旗線 北九州市戸畑区元宮町、明治町、

南鳥旗町及び汐井町地内

３ 施行者の名称

  北九州市

４ 事務所の所在地

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市建設局道路部街路課

なお、事業地の詳細については、本事業に関する図書を上記の事務所にお

いて縦覧に供している。
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北九州市公告第１９８号

 福岡県知事より次の北九州広域都市計画道路事業の認可に係る図書の写しの

送付を受けたので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第２項

の規定により、これを北九州市建設局道路部街路課において公衆の縦覧に供す

る。

  令和５年４月４日

                    北九州市長 武 内 和 久 

 １・４・４４－９号戸畑枝光線

７・６・４４－３号元宮南鳥旗線
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北九州市公告第１９９号

 北九州広域都市計画道路事業の認可の告示（令和５年福岡県告示第２２７号

）があったので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６６条の規定に

より、次のとおり公告する。

  令和５年４月４日

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画事業の種類 

  道路事業

２ 都市計画事業の名称及び事業地の所在

名  称 所  在

１・４・４４－９号戸畑枝光線 北九州市戸畑区大字戸畑、川代一

丁目、幸町、元宮町、明治町、南

鳥旗町、汐井町、銀座一丁目、牧

山海岸及び牧山五丁目並びに八幡

東区大字枝光及び東田五丁目地内

７・６・４４－３号元宮南鳥旗線 北九州市戸畑区元宮町、明治町、

南鳥旗町及び汐井町地内

３ 施行者の名称

  北九州市

４ 事務所の所在地

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市建設局道路部街路課

なお、事業地の詳細については、本事業に関する図書を上記の事務所にお

いて縦覧に供している。
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北九州市公告第２００号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和５年４月４日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市八幡西区上上津役二丁目８

４５番３、８４６番１及び８４８番

１ 

福岡県宗像市赤間３丁目５番２０

号アパートメント・スクエア５番

館２０２号 

大森誠之 
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北九州市公告第２０１号 

 国土交通省九州地方整備局長より次の北九州広域都市計画道路事業の認可に

係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号

）第６２条第２項の規定により、これを北九州市建築都市局計画部都市交通政

策課において公衆の縦覧に供する。 

  令和５年４月４日 

北九州市長 武 内 和 久   

 １・４・４４－９号戸畑枝光線 
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北九州市教育委員会事務局事務分掌規則及び北九州市教育機関事務分掌規則

の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月３１日 

                     北九州市教育委員会 

                      教育長 田 島 裕 美   

北九州市教育委員会規則第２号 

北九州市教育委員会事務局事務分掌規則及び北九州市教育機関事

務分掌規則の一部を改正する規則 

 （北九州市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正） 

第１条 北九州市教育委員会事務局事務分掌規則（昭和４３年北九州市教育委

員会規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条学校教育部学校教育課の項に次の１号を加える。 

    （４） 幼児教育センターに関すること（他課の主管に属するものを 

     除く。）。 

  第３条第２項及び第５条第３項中「給与厚生担当課長」を「制度服務担当

課長」に改める。 

（北九州市教育機関事務分掌規則の一部改正） 

第２条 北九州市教育機関事務分掌規則（昭和５０年北九州市教育委員会規則

第１２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中 

学校教

育部 

生徒指

導課 

北九州市立金田教育支援

センター 

第４類 所長 

教職員部 北九州市立教育センター 第３類 所長 

学校教

育部 

生徒指

導課 

北九州市立金田教育支援

センター 

第４類 所長 

  北九州市立特別支援教育

相談センター 

第３類 所長 

次世代教育推進

部 

北九州市立教育センター 第３類 所長 

  北九州市立特別支援教育

相談センター 

第３類 所長 

「

を 

に、 

」 

」 

を 

に 

」 

「

」 

「

「
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 改める。 

金田教育支援センター 

若園教育支援センター 

相生教育支援センター 

黒崎教育支援センター 

教育センター                       

研修研究支援係 

（１） センターの庶務に関すること。 

（２） 教育に関する専門的及び技術的な事項の調査及び研究に関

すること。 

（３） 教育関係職員の研修に関すること。 

（４） 教育相談（不登校又は不登校のおそれがある児童生徒及び

特別支援教育に関するものを除く。）に関すること。 

（５） 教育に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。 

  別表第２の教育センターの項を削る。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （北九州市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部改正） 

２ 北九州市教育委員会職員安全衛生管理規則（昭和５３年北九州市教育委員

会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

  第８条ただし書中「教職員部給与厚生担当課長」を「教職員部制度服務担

当課長」に改める。 

  別表中                       

教育支援センター 教育支援センター所長

特別支援教育相談センター 特別支援教育相談センター所長

教育センター 研修研究支援係長

教育センター 研修研究支援係長

教育支援センター 教育支援センター所長

特別支援教育相談センター 特別支援教育相談センター所長

改める。 

「

「

」

を 

に 

」

別表第２の          の項の前に次のように加える。 
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 北九州市立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和５年３月３１日

北九州市教育委員会

教育長 田 島 裕 美  

北九州市教育委員会規則第３号

   北九州市立高等学校学則の一部を改正する規則

 北九州市立高等学校学則（昭和３９年北九州市教育委員会規則第４号）の一

部を次のように改正する。

 第１条各号列記以外の部分中「学科、入学定員及び」を「学科の区分及び名

称、入学定員並びに」に改め、同条第２号を次のように改める。

 （２） 学科の区分及び名称並びに入学定員 次のとおり

  ア 普通教育を主とする学科 未来共創科 １２０人

  イ 専門教育を主とする学科 情報ビジネス科 ８０人

   付 則

 （施行期日）

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正後の第１条の規定は、令和６年度の入学者から適用し、令和５年度以

前の入学者については、なお従前の例による。
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北九州市教育委員会訓令第１号  

庁中一般

北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める

。 

  令和５年３月３１日 

北九州市教育委員会 

 教育長 田 島 裕 美 

北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

北九州市教育委員会事務専決規程（昭和４４年北九州市教育委員会訓令第３

号）の一部を次のように改正する。

 第１条中「給与厚生担当課長」を「制度服務担当課長」に改める。

 別表の給与（退職手当を除く。）の項、退職手当の裁定及び支給（支給制限

及び差止めを除く。）の項及び児童手当の項中「給与厚生担当課長」を「制度

服務担当課長」に改める。

   付 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
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北九州市教育委員会教育長訓令第３号

庁中一般

×北九州市教育委員会事務局教育次長以下事務専決規程の一部を改正する訓令

を次のように定める。

××令和５年３月３１日

                     北九州市教育委員会

教育長 田 島 裕 美

北九州市教育委員会事務局教育次長以下事務専決規程の一部を改

正する訓令

北九州市教育委員会事務局教育次長以下事務専決規程（昭和４４年北九州市

教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。

第１条中「給与厚生担当課長」を「制度服務担当課長」に改める。

   付 則

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
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北九州市選挙管理委員会告示第１３号 

 令和５年２月５日執行の北九州市長選挙における候補者の選挙運動に関する

第２回目以降の収支報告書の要旨は、別紙のとおりである。 

  令和５年３月３０日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 
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１　選挙の種類　　

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額
円

３　報告書の要旨
候 補 者 氏 名 所属党派 令和5年2月20日 から

出納責任者氏名 令和5年2月20日 まで

　収　入 　支　出

主たる寄附 人件費 0 円

(氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費

446,050 円 　　選挙事務所費 0

　　集合会場費 0

通信費 0

交通費 0

印刷費 445,500

広告費 0

文具費 0

その他の寄附 0件 0 食糧費 0

休泊費 0

その他の収入 0 雑費 550

今　　回　　計 446,050 今　　回　　計 446,050

前　　回　　計 10,485,558 前　　回　　計 9,470,558

総　　　　　計 10,931,608 総　　 　 　計 9,916,608

円

円

候 補 者 氏 名 所属党派 令和5年2月21日 から

出納責任者氏名 令和5年2月28日 まで

　収　入 　支　出

主たる寄附 人件費 167,500 円

(氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費

円 　　選挙事務所費 130,900

　　集合会場費 0

通信費 0

交通費 0

印刷費 555,500

広告費 27,500

文具費 0

その他の寄附 0件 0 食糧費 0

休泊費 0

その他の収入 0 雑費 0

今　　回　　計 0 今　　回　　計 881,400

前　　回　　計 3,000,000 前　　回　　計 848,218

総　　　　　計 3,000,000 総　　 　 　計 1,729,618

円

円

北九州市政治経済研究会

第２回分
清水　宏晃 無所属

期間

ポスターの作成 495,000

第２回報告分令和5年2月24日報告書受理年月日

支出のうち公費負担相当額

項　目

清水　宏晃

ビラの作成 490,000

金　額

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

津森　洋介 無所属
第２回分

戸町　志穂

１９,９８２,８００

　　令和５年２月５日執行　北九州市長選挙　　

　　　　（法定選挙運動費用額）

期間

報告書受理年月日

ビラの作成

令和5年2月28日 第２回報告分

支出のうち公費負担相当額

項　目 金　額

ポスターの作成
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候 補 者 氏 名 所属党派 令和5年2月21日 から

出納責任者氏名 令和5年3月17日 まで

　収　入 　支　出

主たる寄附 人件費 0 円

(氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費

円 　　選挙事務所費 0

　　集合会場費 0

通信費 17,484

交通費 0

印刷費 0

広告費 0

文具費 0

その他の寄附 0件 0 食糧費 0

休泊費 0

その他の収入 0 雑費 0

今　　回　　計 0 今　　回　　計 17,484

前　　回　　計 10,000,000 前　　回　　計 5,887,114

総　　　　　計 10,000,000 総　　 　 　計 5,904,598

円

円

報告書受理年月日 令和5年3月24日 第２回報告分

支出のうち公費負担相当額

項　目 金　額

ビラの作成 476,000

ポスターの作成 1,089,000

武内　和久 無所属
期間 第２回分

武内　和久
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北九州市選挙管理委員会告示第１４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  令和５年３月３０日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万５，６２２人 

２ 地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条第１項（市長

の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教育長又は委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の４０万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

  １９万６，８４９人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区  ２万６，７７７人 

  小倉北区 ５万３４４人 

  小倉南区 ５万７，７４７人 

  若松区  ２万２，３５９人 

  八幡東区 １万８，１３３人 

  八幡西区 ６万９，１５４人 

  戸畑区  １万５，８５２人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項

（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置
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協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １３万１８２人 
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福岡北九州高速道路公社公告第３号 

 国土交通省九州地方整備局長による都市計画事業の認可告示があったので、

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６６条の規定により、次のとおり

公告する。 

  令和５年４月４日 

福岡北九州高速道路公社 

理事長 喜 安 和 秀 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  北九州広域都市計画道路事業１・４・４４－９戸畑枝光線 

２ 施行者の名称 

  福岡北九州高速道路公社 

３ 事務所の所在地 

  福岡市東区東浜二丁目７番５３号 

４ 事業地の所在 

  収用の部分 

 北九州市戸畑区大字戸畑、川代一丁目、幸町、元宮町、明治町、南鳥旗町

、汐井町、銀座一丁目、牧山海岸及び牧山五丁目並びに八幡東区大字枝光及

び東田五丁目地内 

  使用の部分 

 北九州市戸畑区川代一丁目、幸町、汐井町、銀座一丁目、元宮町、明治町

、牧山海岸、牧山五丁目並びに八幡東区大字枝光地内  
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福岡北九州高速道路公社公告第４号 

道路の工事を行うので、道路整備特別措置法（昭和３１年法律第７号）第２

２条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

 令和５年４月４日 

福岡北九州高速道路公社 

理事長 喜 安 和 秀 

１ 路線名 

  北九州市道 北九州高速５号線 

２ 工事の区間 

  北九州市戸畑区大字戸畑地内から北九州市八幡東区東田五丁目地内まで 

３ 工事の種類 

  新設工事 

４ 工事開始の日 

  令和５年４月５日 
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